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説明の内容
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Ｑ１ どんな種類があるの？

Ｑ２ 任用されるまでの流れは？
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常勤

任期付職員
・配偶者同行休業

・育児休業

臨時的任用
教員等

・欠員補充

・休職・休暇代替

非常勤
非常勤講師

・３０ｈ ・２０ｈ ・１５ｈ

（１週間の勤務時間）

※県立学校は３０ｈのみ

時間講師
・週◯時間
※主に県立学校

Ａ１. 勤務時間や勤務日数、採用の形態により
様々な種類があります。

育休の代替は、主に任期付職員（教員）で



「任期付職員（教員）」と「臨時的任用教員等」の違い

任期付職員（教員）
• 任期は、概ね１０か月～３年
※本務者の休んでいる期間

同一校で任用となる。

• 公立学校共済組合加入
• 任用された期間、教諭と同様
に昇給する。

・ 退職手当支給（６月以上勤務）

• 登録試験を行い、登録され
た中から任用。

臨時的任用教員等
• 任期は、最長１年

• 公立学校共済組合加入
• 任用期間内の昇給はない。

・ 退職手当支給（６月以上勤務）

・ 面接結果等を検討し、任用。
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登録期間 3年！
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任期付採用

１２月中旬頃 登録試験結果発表

（3月上旬頃）任用連絡会（小中のみ）

１１月３日（水・祝）、６日（土）、７日（日）

任期付登録試験（指定のいずれかの日）

令和３年９月１５日（水）～１０月１５日（金）

願書受付

３月下旬 配置校の連絡

臨時的任用

１２月下旬以降 面接

【小・中学校勤務希望者】

※ 随時案内

【県立学校勤務希望者】

※ 必要に応じて連絡

講師等志望書（小・中学校）

講師等志望者登録票（県立学校）

提 出

Ａ２. 講師の種類によって、違っています。



8



講師等として任用される

までの手続き等について

種類別に説明します。

秋の栗林公園
9

Ａ３. 任期付職員（教員）の登録試験を受けたり、
講師等志望書（小・中学校）や講師登録票
（県立学校）を提出したりする必要があります。
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任期付職員(教員）として任用されるまでの手続き等について

任期付職員（教員）として任用される
ために必要なこと

① 登録試験案内等を入手
★香川県教育委員会のホームページ
からもダウンロードできます。
ダウンロードの方法はこのあと！

② 願書に記入し、提出
③ 登録試験を受験
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任期付職員(教員）として任用されるまでの手続き等について

①登録試験案内のダウンロードについて

香川県教育委員会で検索
→ここをクリック
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ここをクリックすると、試験案内等
の詳細が見られます。

任期付職員(教員）として任用されるまでの手続き等について

①登録試験案内のダウンロードについて



◎「登録試験願書記入上の注意事項」を
よく読んで記入すること

大阪会場と神戸会場は「小」「中」「養護（小
中）」のみ選択可。

「小」「中」以外は併願不可。

氏名は必ず自署。（ふりがなも忘れずに）
令和４年４月１日現在の満年齢を記入。

電話番号は正確に記入。

「志願者現住所」で連絡が取れない場合、確
実に連絡がとれるところを記入。

取得及び見込みの免許状全てを記入。
（司書教諭取得、見込も含めて記入）

免許状更新講習の終了期限を必ず確認し
て記入。 13

任期付職員(教員）として任用されるまでの手続き等について

②願書の記入について



14

臨時的任用職員として任用されるために
必要なこと

① 講師等志望書(小・中）や講師登録票
（高校・特別支援学校）を入手
★香川県教育委員会のホームページから
ダウンロードできます。
ダウンロードの方法はこのあと！

② 必要書類に記入し、提出

臨時的任用職員として任用されるまでの手続き等について
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臨時的任用職員として任用されるまでの手続き等について

①講師等志望書や講師登録票のダウンロードについて

香川県教育委員会で検索
→ここをクリック
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「臨時的任用等」
ここをクリック！

臨時的任用職員として任用されるまでの手続き等について

①講師等志望書や講師登録票のダウンロードについて
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県立学校はここを
クリック！

小・中学校はここを
クリック！

①講師等志望書や講師登録票のダウンロードについて

臨時的任用職員として任用されるまでの手続き等について



■小・中学校用 ◎「志望書記入上の注意事項」を よく読んで記入すること

②記入の仕方について

臨時的任用職員として任用されるまでの手続き等について

★この記入例は、ホームページ
に掲載しています。
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◎「講師登録票記入上の注意事項」を
よく読んで記入すること

「整理番号」は記入しない

必ず自署。年齢は令和４年４月１日現在
の満年齢を記入

勤務を希望する校種の番号を○で囲む。
盲学校、聾学校、養護学校を希望する場
合は、希望する部（小学部・中学部・高等
部）を○で囲む

希望する勤務地がある場合は郡市名を
記入。ない場合は「県内全域」と記入

取得及び見込みの免許状全てを記入
（司書教諭取得、見込も含めて記入）

「志望者の現住所」で連絡が取れない場
合、それ以外で確実に連絡がとれるとこ
ろを記入

■県立（高校・特別支援学校）用 （おもて面）
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高等学校入学から記入。「備考」欄には
最終学校における専攻を具体的に記入。

最終学校卒業後から講師登録票提出日
までの期間について記入。なお、非常勤

（パートタイム労働）の場合は「備考」欄に
「非常勤」と記入。（欄が足りない場合は、
同じ様式の別紙を作成し記入）

希望する任用形態の番号を○で囲む。

「常勤講師」「非常勤講師」「時間講師」の
違いについては、「講師登録票記入上の
注意事項」を参照。

通勤に利用できるもので該当するものの
番号を○で囲む。

【障害者特別登録】の「障害の等級・障害
名」については、お持ちの障害者手帳等
の記載内容等にしたがって記入

■県立（高校・特別支援学校）用 （うら面）
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Q１ 任期付職員（教員）の任期期間中に、採用試

験に合格した場合は、どうなりますか？

１年目 ２年目 ３年目任期付期間が
３年の場合

A１ 年度末に任期付職員（教員）を辞職して、

新規採用教員として任用。

よくある質問①
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よくある質問②

Q２ 任期付登録試験を受ける人は、臨時的任用

職員登録の用紙（志望書・登録票）は出さな

くてよいのか。

A２ 任期付登録者となっても、産休代替等で入って

いただく場合もあります。その場合、臨時的任用

職員となりますので、「講師等志望書（県立の場

合は登録票）」の提出が必要です。



愛媛県

香川県
●小・中学校での勤務
を希望
①高松市
②さぬき市
③東かがわ市
④土庄町
⑤小豆島町
⑥三木町
⑦直島町
での任用を希望する場合

東部教育事務所へ
〒760-0068
高松市松島町1丁目

17番28号

高松合同庁舎５Ｆ

●小・中学校での勤務
を希望
①丸亀市
②坂出市
③善通寺市
④観音寺市
⑤三豊市
⑥綾川町
⑦宇多津町
⑧多度津町
⑨琴平町
⑩まんのう町
での任用を希望する場合

西部教育事務所へ
〒765-0014
善通寺市生野本町1丁目

1番12号

仲多度合同庁舎３Ｆ

講師等志望書（小・中学校）、講師登録票（県立学校）の提出先
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●小・中学校勤務希望
で、全県どこでも可

義務教育課へ

●高校・特別支援学校
勤務希望

高校教育課へ



せとうち先生に

なろう

香川県公立学校任期付職員(教員)
及び講師募集


